
岡山県公共施設マネジメント方針の概要

Ⅰ はじめに
１ 策定の目的

公共施設の老朽化が進む中、長期的視点に立ち、長寿命化、耐震化、更新、統廃合等を計
画的に実施し、財政負担の軽減・平準化と行政需要に応じた施設機能の確保を図ることによ
り、必要な行政サービスを持続的に提供することを目的とする。

２ 位置付け
・ 「岡山県行財政経営指針」に定める公共施設のマネジメントを推進するための基本方針
・ 国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づく「インフラ長寿命化計画（行動計画）」
・ 国の要請を受け策定する公共施設等総合管理計画

【岡山県の公共施設マネジメントの体系】

３ 対象施設：県（県が出資する地方独立行政法人を含む）が所有又は管理する公共建築
物及びインフラ施設

（１）公共建築物
庁舎、県民利用施設（文化施設、スポーツ施設等）、学校、公舎・寮

（２）インフラ施設
道路施設、河川管理施設、砂防施設、海岸保全施設、港湾施設、都市公園、下水道、

県営住宅、土地改良施設等、治山施設、漁港施設、漁場施設、漁港海岸、空港、
情報通信施設、発電施設、工業用水道施設、交通安全施設

４ 計画期間
長期的視点に立った上で、１０年間（平成２９(2017)年度～平成３８(2026)年度）

の公共施設マネジメントの方針を示すもの

５ 公共施設を取り巻く環境
（１）人口の推移

平成２７(2015)年の本県の人口は、約１９２万人。平成１７(2005)年をピークに減少傾向に
あり、岡山県人口ビジョンでは、各種人口減少対策の取組効果も踏まえ平成７２(2060)年に
約１５５万人と展望

（２）財政状況
普通建設事業費の普通会計決算額（歳出）に占める比率は平成９(1997)年度頃から

減少しており、平成２７(2015)年度は１０.５％
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Ⅱ 公共施設の現況及び将来見通し
１ 公共建築物
（１）総量 －平成２７(2015)年１２月末現在－

延床面積
施設類型 施設数 棟数

面積（㎡） 比率（％）
庁 舎 ４２８ １,７３３ ４２１,８１３ ２２．８

県民利用施設 ３６ ２０５ ２０３,６０３ １１．０
学 校 ８０ ３,３７７ １,０００,３８４ ５４．２
公舎・寮 ２２２ ８０７ ２２０,９７７ １２．０
合 計 ７６６ ６,１２２ １,８４６,７７７ １００．０

（２）建築年代別延床面積
建築後２１年から５０年の施設が全体の約７０％を占めており、建物の使用年数を

６５年とすると、平成４０(2028)年頃以降、建替の検討が必要な施設の増加が見込ま
れる。

（３）耐震化の状況
学校をはじめとする特定建築物（一定規模以上の建物）の耐震化を進めているが、

庁舎などの一部には耐震化されていない建物も存在する。

（４）今後の修繕・更新費用の試算結果(建物の使用年数を６５年として試算)
今後４０年間の修繕・更新費は約４,４２３億円（約１１１億円/年）となる。

※ 県庁舎本館や議会棟旧館は、平成29年度に基本計画策定予定のため建築費用等未計上

２ インフラ施設
（１）主な施設の総量 －平成２８(2016)年４月１日現在（交通信号機等は同年３月末現在）－

橋梁（１５ｍ以上） １,００３橋 農業用ダム １１基
トンネル ８３本 治山施設 ９,２１２基
河川管理施設（水門等） ３１８基 空港 ２空港
ダム １２基 水力発電所 １８施設
砂防設備 １,５６２基 工業用水道施設 ３施設
港湾施設 ６９２施設 交通信号機等 ３,４４６基

（２）主な施設の建設年代別数量
主要なインフラ施設の多くが高度経済成長期以降に建設されており、今後、建設後

５０年を経過する施設の増加が見込まれる。

今後40年の平均額

11,057百万円



（３）今後の修繕・更新費用の試算（橋梁）
今後５０年間の修繕・更新費用は約２,３２０億円（約４６億円/年）となる。

Ⅲ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針
１ 公共建築物
（１）基本的方針

行政需要を検証の上、既存建物の長寿命化と予防保全によりトータルコストの縮減
や施設機能の確保を図る。また、すべての人が利用しやすいように、ユニバーサルデ
ザインの考え方に基づいた取組とともに、「岡山県エコ・オフィス・プラン（地球温
暖化対策実行計画（事務事業編））」の内容を踏まえ、脱炭素化の取組を推進する。

【取組の柱】

○ 行政需要に応じた施設配置の適正化 ⇒ 持続可能で機能的な施設配置を実現
○ 既存施設の十分な活用、長寿命化 ⇒ 非木造建物の使用年数を２０年以上延長
○ 予防保全 ⇒ 劣化状況の早期把握、早期修繕

（２）管理に関する基本的な考え方
点検・診断、維持管理・修繕・更新、耐震化などの実施方針により取り組む。

（３）基本的方針等を踏まえた試算（建物の使用年数を８５年として試算）
使用年数の２０年延長により今後４０年間の修繕更新費用は、約２,５３６億円（約６３億円

/年）となり、約４７億円/年の削減効果が見込まれる。さらに行政需要に応じた施設配置の
適正化や運営費縮減などを図る。

今後50年の平均額

4,636百万円

今後40年の平均額(65年建替）

11,057百万円

今後40年の平均額（85年建替）

6,341百万円



２ インフラ施設
（１）基本的方針

施設の特性に応じ、計画的な点検及び予防保全を実施し、施設の機能を高い水準に
保つとともに、長期的な修繕・更新コストの縮減を図る。

【取組の柱】

○ 計画的な点検 ⇒ 劣化状況の早期発見
○ 施設ごとの特性に応じた長寿命化対策 ⇒ 特性に応じた最も効果的な対策を実施
○ 予防保全 ⇒ 事後保全型から予防保全型への転換

（２）管理に関する基本的な考え方
点検・診断、維持管理・修繕・更新、耐震化などの実施方針により取り組む。

（３）予防保全型の修繕更新費用の試算（橋梁）
予防保全型の維持管理により従来の事後保全型の維持管理に比べ、今後５０年間で

約１,５４０億円（約７割）（約３１億円/年）のコスト削減効果が見込まれる。

Ⅳ 推進体制
１ 個別施設計画の策定

この方針に基づき、平成３２(2020)年度までに策定する。
特に、未耐震の特定建築物を有する施設については、原則として平成２９(2017)年度

中に、耐震化の方針を含む個別施設計画を策定する。
なお、県が出資する地方独立行政法人が策定した修繕等に関する計画の主旨が本方針

と共通する場合には、本方針に基づく個別施設計画と見なす。

２ フォローアップの方針
全庁的な部局横断会議である「公共施設マネジメント推進会議」を設置し、毎年度、実施状

況等を検証するとともに、概ね５年を目途に取組状況について評価を行い、必要に応じて本方
針を見直すなど、ＰＤＣＡサイクルの手法を活用した継続的な取組を行う。

Ⅴ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針
施設類型ごとの現状と課題、方向性及び取組方針等
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事後保全型と予防保全型の将来事業費予測

事後保全型事業費 予防保全型事業費 事後保全型累計値 予防保全型累計値
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事後保全型費用

約２，３２０億円

コスト縮減効果

約１，５４０億円

予防保全型費用

約７８０億円
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